
 

 

令和４年７月 19 日 

保護者の皆様へ 

横浜市こども青少年局 

放課後児童育成課長 

放課後キッズクラブの利用に関するお願いと利用料の返還について≪期間の延長≫ 

日頃から、放課後キッズクラブの運営にご協力いただき、ありがとうございます。 

キッズクラブの利用に関する留意事項及び新型コロナウイルス感染症対策に起因するキッズクラブ

の休止等に伴う利用料の返還について、お知らせいたします。 

 

１ クラブの利用に関するお願い 

（１）キッズクラブの利用にあたって 

毎朝の健康観察を徹底していただき、お子さまの体調が普段と違う場合は、無理をせず、

ご家庭で安静にする等の対応をお願いします。 

また、お子さまが次に該当する場合、キッズクラブの利用はしないでください。 

 ◆体調不良（発熱、せき、倦怠感、息苦しさ、頭痛の症状等）の場合 

（２）利用を自粛していただく場合 

   お子さまが次に該当する場合、キッズクラブは利用できません。（利用料返還の対象＜裏

面２を参照＞） 

◆ＰＣＲ検査が必要であると診断され、検査結果が出るまでの期間 

◆利用児童が濃厚接触者に特定され、健康観察期間が終了するまでの期間（ＰＣＲ検査で陰性

となった場合でも） 

◆利用児童の感染が確認され、利用可能となるまでの期間 

（３）クラブへの報告のお願い 

   お子さまが次に該当する場合は、キッズクラブへの報告にご協力をお願いします。 

    ◇ＰＣＲ検査が必要であると診断された場合（またはＰＣＲ検査を受検した場合） 

◇濃厚接触者に特定された場合 

◇感染が確認された場合 

   ※学校にご連絡いただくとともに、お手数ですがキッズクラブに必ず直接報告してください。 

（４）わくわく【区分１】の利用について 

新型コロナウイルス感染症の影響がある場合においては、わくわく【区分１】の利用を制

限・中止等に変更をさせていただく場合があります。 

なお、コロナ禍における利用区分１の受入れ方法について、次のとおり受入れの考え方の

目安を示すこととしました。詳細については市ウェブページをご確認ください。（※あくま

でも目安のため、学校やクラブの状況に応じて受け入れることとなります。実際の受入れ方

法については各キッズクラブにお問い合わせください。） 
神奈川県 新型コロナ感染症レベル わくわく【区分１】の受入れの考え方（目安） 

レベル４（避けたいレベル） 
中止及び一層の利用制限（中止とする場合は別途通知） 

レベル３（対策を強化するべき） 

レベル２（警戒を強化するべき） 原則として利用制限 

レベル１（維持すべき） 

原則として受入れ。ただし、実施条件を満たせない場合や、学

校の感染症対策の対応に沿わない場合はクラブの実情に応じ

て利用を調整することとする。 

レベル０（感染者ゼロ） 従来通り受入れ（制限等なし） 

市ウェブページ URL:  
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/hokagokids/houkago-kids.html 

（５）感染者等に対する偏見・差別の防止 

感染者等への差別や誹謗中傷は許されないことです。人権尊重、個人情報保護の観点から、

感染者を詮索するような行動やＳＮＳ等への取扱い等、感染者等に対する偏見や差別につな

がる行動は厳に慎んでいただきますようお願いいたします。 



 

 

２ 利用自粛に伴う利用料の返還について（すくすく【区分２Ａ・Ｂ】のみ） 

（１）利用料返還の要件 

   令和４年７月～９月の期間のうち、次の（ア）～（キ）の要件に該当し、キッズクラブの

利用ができなかった場合は、日割りの利用料の返還を行います。※10 月以降については現

時点では未定です。 

なお、（キ）については、別途提出していただく書類がありますので、該当する方は、キッ

ズクラブにご連絡ください。 

 要件 対象児童 

（ア） 利用児童のＰＣＲ検査受検が決定したのち、結果が出るまで 当該児童 

（イ） 利用児童が濃厚接触者に特定され、健康観察期間が終了するまで 当該児童 

（ウ） 利用児童が感染したのち、利用可能となるまで 当該児童 

（エ） 
学校での感染が確認され、学級単位、学年単位又は学校全体の臨

時休業に伴い、児童がクラブを利用できなかった期間 

当該学校に在籍し

ている児童 

（オ） クラブにおいて感染者が出たのち、保健所の行動調査まで 在籍する児童 

（カ） 保健所の行動調査の結果、閉所となった期間 在籍する児童 

（キ） 

外国政府による日本への渡航制限、日本国政府による入国制限等

により日本に入国できないとき。または入国後に経過観察を受け

ている期間 

当該児童 

上記（１）の要件のうち、（ア）・（イ）・（ウ）については、お子さまによって期間が異なる

ため、以下の期間の起点及び終点について、キッズクラブに報告をしてください。 

要件 期間の起点 期間の終点 

（ア） 

利用児童のＰＣＲ検査 

受検が決定したのち、 

結果が出るまで 

PCR 検査の受検が決定した日 
PCR 検査の結果が出た

日 

（イ） 

利用児童が濃厚接触者に特

定され、健康観察期間が終

了するまで 

「PCR 検査の受検が決定した日」 

もしくは「濃厚接触者に特定された

日」で早い日 

健康観察期間の最終日

（ＰＣＲ検査で陰性と

なった場合でも） 

（ウ） 
利用児童が感染したのち、

利用可能となるまで 

「PCR 検査の受検が決定した日」 

もしくは「濃厚接触者に特定された

日」で早い日 

通所が可能になった日 

（２）利用料返還の対象期間 

 上記（１）の要件に該当し、キッズクラブの利用ができなかった期間 

（３）返還額の計算方法 

 （ア）すくすく（ゆうやけ）【区分２Ａ】 

  ８0 円（７，８月は 100 円）※×利用できなかった日数＝返還額 

  ※保護者負担減免額相当補助の対象となる利用者は、対象外です。 

（イ）すくすく（ほしぞら）【区分２Ｂ】 

  200 円（７，８月は 220 円）※×利用できなかった日数＝返還額 

  ※保護者負担減免額相当補助の対象となる利用者は、100 円（７，８月は 120 円）です。 

（４）利用料の返還方法 

上記（１）の要件に該当し、利用料の返還を希望する場合は、令和４年９月末までにキッ

ズクラブに申出をしてください。（期日までに申出がない場合は、運営主体が当該補助金を

横浜市に申請できなくなるため、厳守してください。）その後、キッズクラブの運営法人か

ら、クラブの利用ができなかった日数分の利用料の返還を受けてください。利用料返還にあ

たっては、「保護者申立書及び受領書」をキッズクラブに提出する必要がありますので、ご

協力をお願いします。 

担当 こども青少年局放課後児童育成課 

TEL 671-4068，4446 


